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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第84期

第１四半期累計期間
第85期

第１四半期累計期間
第84期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

完成工事高（千円） 3,747,846 2,280,212 12,020,680

経常利益又は経常損失（△）（千円） 133,055 △846,831 27,125

四半期（当期）純利益又は四半期純損

失（△）（千円）
124,307 △855,591 38,491

持分法を適用した場合の投資利益（千

円）
－ － －

資本金（千円） 5,178,712 5,178,712 5,178,712

発行済株式総数（千株） 22,375 22,375 22,375

純資産額（千円） 17,044,870 16,763,901 17,566,399

総資産額（千円） 22,746,425 21,039,588 22,791,151

１株当たり四半期（当期）純利益金額

又は１株当たり四半期純損失金額

（△）（円）

5.63 △38.80 1.74

潜在株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益金額（円）
－ － －

１株当たり配当額（円） － － 5.0

自己資本比率（％） 74.9 79.7 77.1

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移につ

いては記載しておりません。

２．完成工事高には消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）は含まれておりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

４．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、潜在株式がないため記載しておりません。

　

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

（1）業績の状況

当第１四半期累計期間におけるわが国経済は、新政権の経済政策等への期待感から景気回復に向けて明るい兆し

が見られました。

当業界におきましては、橋梁事業では当第１四半期中の発注量が前年同四半期比で増加し、今後の発注見通しも前

年同四半期末比で増加しております。そのため第２四半期以降の受注確保に期待が膨らむ状況にあります。鉄構事業

におきましては、遅れていた大型再開発事業が首都圏中心に動きだしたものの、当社が得意とする超高層ビル案件の

発注が本格化するのはまだ少し時間がかかると予想されます。

このような状況のもとで、当社は年度方針を「受注および利益目標の達成」、「継続的な安全・品質の確保」、

「危機意識に基づく行動」及び「鋼構造物関連事業の推進」と定め、全社員が年度方針に沿った行動を着実に実行

することで最大の目標である「受注および利益目標の達成」の実現を目指しました。

しかしながら、受注状況につきましては、当第１四半期累計期間の受注高は前年同四半期比で増加したものの、橋

梁事業・鉄構事業ともに伸び悩み、目標とする数値には届きませんでした。

当第１四半期累計期間は、手持ち橋梁工事の工場製作時期に遅れが生じたことで、橋梁工場の操業度は著しく悪化

し、固定費を吸収しきれない状態となりました。橋梁工場の稼働率改善を図るため、手持ち鉄構工事の製作も行いま

したが生産効率は悪く、採算が厳しい鉄構工事の利益率がさらに悪化する結果となりました。そのため、当第１四半

期累計期間は、売上高、各利益ともに前年同四半期を大幅に下回ることになりました。

当第１四半期累計期間の業績は、売上高2,280,212千円（前年同四半期比39.2％減）、営業損失875,325千円（前年

同四半期は営業利益94,284千円）、経常損失846,831千円（前年同四半期は経常利益133,055千円）、四半期純損失

855,591千円（前年同四半期は四半期純利益124,307千円）であります。

セグメントの業績は、次のとおりであります。

①　橋梁事業

橋梁事業における当第１四半期累計期間の売上高は1,497,303千円（前年同四半期比46.3％減）、セグメント損

失は466,456千円（前年同四半期はセグメント利益355,261千円）となりました。また、当第１四半期累計期間の受

注高は773,829千円（前年同四半期比24.4％減）となり、当第１四半期会計期間末の受注残高は7,359,506千円（前

年同四半期比1.6％増）となりました。

②　鉄構事業

鉄構事業における当第１四半期累計期間の売上高は782,909千円（前年同四半期比18.5％減）、セグメント損失

は408,868千円（前年同四半期はセグメント損失260,977千円）となりました。また、当第１四半期累計期間の受注

高は431,950千円（前年同四半期は22,900千円）となり、当第１四半期会計期間末の受注残高は3,182,740千円（前

年同四半期比56.8％増）となりました。

　

　当第１四半期会計期間末の総資産は、21,039,588千円で前事業年度末比1,751,562千円の減少となりました。その主

な要因は受取手形・完成工事未収入金の減少によるものであります。負債は、前事業年度末比949,065千円減少し、

4,275,687千円となりました。主な要因は短期借入金の減少によるものであります。純資産はその他有価証券評価差額

金は増加したものの、利益剰余金の減少により、前事業年度末比802,497千円減少し、16,763,901千円となりました。

　

（2）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期累計期間において、当社の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

　なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等（会社法

施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
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株式会社の支配に関する基本方針について

①　会社の支配に関する基本方針の内容

　当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社が企業価値ひい

ては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるべきと考えております。

　そして、当社の企業価値及び株主共同の利益を最大化していくためには、中長期的な観点から、当社の企業価値を

生み出す源泉を育て、強化していくことがもっとも重要であって、当社の財務及び事業の方針は、このような認識を

基礎として決定される必要があるものと考えております。

②　当社を取り巻く経営環境と今後の取り組み

　当社の主力事業である橋梁事業を取り巻く環境は、国及び地方自治体の厳しい財政状況に加え公共事業費の削減

などにより、鋼橋の総発注量が全盛期の３分の１程度まで落ち込んだ状況が続く中で、発注物件１件当たりの大型

化と受注が特定の数社に偏重する等の受注環境の変化もあり、受注量の確保が容易でない状況が続いております。

ただ、平成24年末の安倍政権発足による「機動的な財政政策」の実施により、平成25年後半には久しぶりに公共事

業の拡大が期待できる環境にあります。一方、鉄構事業を取り巻く環境は、需要は首都圏に集中し、超高層ビル案件

は耐震性強化を含む設計の見直し等により着工は遅れたままで、発注量の不足から過当競争となり価格下落が避け

られない状況が続いております。ただ、新政権の経済政策の下で国内民間設備投資の回復が期待され、首都圏・中部

圏で遅れていた大型再開発事業が本格的に動き始めます。しかしながら今後１年間に発注される鉄骨案件は、ゼネ

コンの低価格受注が目立った時期の案件であり、価格的には厳しい状況が続くと思われます。

　このような状況のもと、橋梁事業では、総合評価落札方式による入札対応を専門に行う「技術提案室」を中心に、

常に客先ニーズを的確に把握し高い技術点評価の獲得を目指すとともに、和歌山工場が保有する大型岸壁や自動化

された大型設備の優位性を最大限活用できるよう、「採算を意識した受注の確保」を行ってまいります。また、発注

量の増加が見込まれる復興・防災対策工事に積極的に入札対応を行うと共に、今後の成長に繋がる耐震・防災対策

関連事業を展開すべく研究開発を推し進めてまいります。一方、鉄構事業では、当社が得意とする超高層ビル案件の

発注の増加が見込まれる中、主要受注先である大手建設会社との関係強化をさらに深めるとともに、積極的に適切

なVE提案を行うことで、受注量確保と利益率向上を目指します。

　平成25年度は、平成26年３月期までを「安定的な経営基盤確立」の期間と位置づけている第３次中期経営計画の

最終年度であり、年度方針を「受注および利益目標の達成」、「継続的な安全・品質の確保」、「危機意識に基づく

行動」及び「鋼構造物関連事業の推進」と定め、強化された利益体質を充分に活かし、安定的な業績を継続するた

めに、受注及び利益目標の達成に向けて全社一丸となって取り組んでまいります。

③　会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針が支配されることを防止

するための取り組み

　当社は、会社の支配に関する基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配さ

れることを防止するための取り組みとして、平成25年６月26日開催の第84期定時株主総会において、有効期間を平

成26年６月に開催される当社定時株主総会の終結の時までとする平時における「当社株式の大規模買付行為への

対応方針（買収防衛策）」（以下「本プラン」といいます。）を承認いただき導入しております。

④　本プランが基本方針に沿い、当社の企業価値ひいては株主共同の利益に合致し、当社役員の地位の維持を目的とす

るものでないことについて

　本プランは、基本方針の考え方並びに平成17年５月27日に法務省及び経済産業省から公表された「企業価値・株

主共同の利益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」、平成20年６月30日付の企業価値研究会報告書

「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」及び東京証券取引所の適時開示規則に沿って設計され、こ

れにより、当社株主及び投資家の皆様は適切な投資判断を行うことができますので、本プランが当社の企業価値・

株主共同の利益を損なうものではなく、むしろその利益に資するものであると考えます。

　また、本プランは、不適切な大規模買付行為に対して、当社取締役会が対抗措置を発動する場合を事前かつ詳細に

開示しており、当社取締役会による対抗措置の発動は本プランの規定に従って行われます。さらに、大規模買付行為

に関して当社取締役会が評価、検討、代替案の提示、大規模買付者との交渉または対抗措置の発動を行う際には、外

部の専門家等からの助言を得るとともに、当社経営陣から独立した外部の有識者と社外監査役から構成される独立

委員会の意見を最大限尊重するものとし、独立委員会は、当社取締役の利益をはかることを目的とした助言・勧告

を行ってはならないこととしております。このように本プランには、当社取締役会による適正な運用を担保するた

めの手続きも盛り込まれています。

　以上から、本プランが当社役員の地位の維持を目的とするものではないことは明らかであると考えております。

（3）研究開発活動

　当第１四半期累計期間における研究開発活動の金額は、10,085千円であります。

　なお、当第１四半期累計期間において、当社の研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 65,600,000

計 65,600,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 22,375,865 22,375,865
東京証券取引所

市場第一部

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式

単元株式数1,000株

計 22,375,865 22,375,865 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 22,375,865 － 5,178,712 － 4,608,706

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成25年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

 平成25年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式

　
327,000 － 単元株式数1,000株

完全議決権株式（その他） 普通株式 21,928,000 21,928 同上

単元未満株式
普通株式

　
120,865 － －

発行済株式総数 22,375,865 － －

総株主の議決権 － 21,928 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が1,000株含まれております。また、「議

決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数１個が含まれております。

②【自己株式等】

 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

高田機工株式会社
大阪市浪速区難波中

２丁目10番70号
327,000 － 327,000 1.46

計 － 327,000 － 327,000 1.46

 

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に準拠して作成し、「建設業法施行規則」（昭和24年建設省令第14号）に準じて作成しております。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成25年４月１日から平成25年

６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について

　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金預金 2,849,408 2,951,297

受取手形・完成工事未収入金 6,333,198 3,864,521

有価証券 101,039 601,085

未成工事支出金 221,325 187,551

材料貯蔵品 10,175 10,673

その他 185,563 114,241

貸倒引当金 △20,390 △13,190

流動資産合計 9,680,320 7,716,181

固定資産

有形固定資産

建物・構築物 4,325,571 4,325,571

減価償却累計額 △3,159,208 △3,176,852

建物・構築物（純額） 1,166,362 1,148,718

機械・運搬具 3,915,812 3,913,637

減価償却累計額 △3,259,122 △3,291,353

機械・運搬具（純額） 656,690 622,284

土地 5,641,056 5,641,056

その他 850,225 881,664

減価償却累計額 △786,936 △787,018

その他（純額） 63,288 94,645

有形固定資産合計 7,527,397 7,506,703

無形固定資産

ソフトウエア 38,972 33,055

その他 9,808 9,797

無形固定資産合計 48,780 42,853

投資その他の資産

投資有価証券 4,780,724 5,004,273

従業員に対する長期貸付金 68,720 66,982

その他 765,992 782,907

貸倒引当金 △80,785 △80,312

投資その他の資産合計 5,534,652 5,773,849

固定資産合計 13,110,830 13,323,407

資産合計 22,791,151 21,039,588
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形・工事未払金 2,225,001 2,208,158

短期借入金 1,700,000 500,000

未払法人税等 32,236 12,229

未成工事受入金 324,258 464,053

賞与引当金 138,010 54,336

工事損失引当金 385,973 508,397

その他 87,777 160,468

流動負債合計 4,893,257 3,907,644

固定負債

繰延税金負債 154,282 183,212

退職給付引当金 152,338 163,107

その他 24,873 21,723

固定負債合計 331,495 368,043

負債合計 5,224,752 4,275,687

純資産の部

株主資本

資本金 5,178,712 5,178,712

資本剰余金 4,608,706 4,608,706

利益剰余金 7,529,923 6,608,186

自己株式 △139,819 △139,927

株主資本合計 17,177,522 16,255,677

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 388,876 508,224

評価・換算差額等合計 388,876 508,224

純資産合計 17,566,399 16,763,901

負債純資産合計 22,791,151 21,039,588

EDINET提出書類

高田機工株式会社(E01373)

四半期報告書

 9/14



（２）【四半期損益計算書】
【第１四半期累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

完成工事高 3,747,846 2,280,212

完成工事原価 3,359,596 2,862,891

完成工事総利益又は完成工事総損失（△） 388,249 △582,679

販売費及び一般管理費 293,965 292,645

営業利益又は営業損失（△） 94,284 △875,325

営業外収益

受取利息 5,851 5,912

受取配当金 28,139 31,206

その他 20,433 19,252

営業外収益合計 54,424 56,371

営業外費用

支払利息 7,101 3,116

投資有価証券償還損 － 18,270

その他 8,551 6,491

営業外費用合計 15,652 27,878

経常利益又は経常損失（△） 133,055 △846,831

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 133,055 △846,831

法人税、住民税及び事業税 8,748 4,300

法人税等調整額 － 4,460

法人税等合計 8,748 8,760

四半期純利益又は四半期純損失（△） 124,307 △855,591
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【注記事項】

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累計期間

に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

　
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

減価償却費 49,627千円 64,110千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日　至平成24年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成24年６月27日

定時株主総会
普通株式 66,146 3.0平成24年３月31日平成24年６月28日利益剰余金

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

１．配当金支払額

 
（決議）

株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資 

平成25年６月26日

定時株主総会
普通株式 66,144 3.0平成25年３月31日平成25年６月27日利益剰余金

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間末後とな

るもの

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自平成24年４月１日 至平成24年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 橋梁事業 鉄構事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 2,787,252 960,593 3,747,846

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 2,787,252 960,593 3,747,846

セグメント利益又は損失（△） 355,261 △260,977 94,284

　（注）　セグメント利益又は損失の合計額は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。

　

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自平成25年４月１日 至平成25年６月30日）

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

 橋梁事業 鉄構事業 合計

売上高    

外部顧客への売上高 1,497,303 782,909 2,280,212

セグメント間の内部売上高又は振替高 － － －

計 1,497,303 782,909 2,280,212

セグメント損失 466,456 408,868 875,325

　（注）　セグメント損失の合計額は、四半期損益計算書の営業損失と一致しております。

　

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。　

 
前第１四半期累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額又は１株当た

り四半期純損失金額（△）（円）
5.63 △38.80

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益金額又は四半期純損失金額

（△）（千円）
124,307 △855,591

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額又は四半

期純損失金額（△）（千円）
124,307 △855,591

普通株式の期中平均株式数（株） 22,048,642 22,047,903

　（注）　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式がないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

２【その他】

　該当事項はありません。

EDINET提出書類

高田機工株式会社(E01373)

四半期報告書

12/14



第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年８月９日
高田機工株式会社
取締役会　御中

有限責任 あずさ監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 原田　大輔　　　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 辰巳　幸久　　　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている高
田機工株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの第85期事業年度の第１四半期会計期間
（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成25年４月１日から平成
25年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記に
ついて四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任　
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四
半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない
四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用するこ
とが含まれる。
　
監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸
表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国
において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて
限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
　
監査人の結論　
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正
妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、高田機工株式会社の平成25年６月30日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ
る事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
　 

以　上
　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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